
３．出雲市の現状と取組
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出雲市将来推計人口（65歳以上）
（国立社会保障・人口問題研究所 令和5年推計）
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51,96452,409 53,45151,814
54,278 53,912

うち85歳以上
10,930人



出雲市将来推計人口（全年齢）
（国立社会保障・人口問題研究所 令和5年推計）
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170,063 166,781 163,280 159,477
155,149 150,468

生産年齢人口の減少は2040年以降も継続
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※令和５年８月８日 地域の医療と介護を考えるトップセミナー
産業医科大学 松田晋哉教授 基調講演資料による推計

外来は今が需要のピークに近く、
入院は今後も需要増大の見込

外来は医療アクセスの確保、入院は介護施設、
在宅含めた機能分化が重要



※令和５年８月８日 地域の医療と介護を考えるトップセミナー
産業医科大学 松田晋哉教授 基調講演資料による推計
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要介護度３以上が急増し、介護需要の増
も見込まれるが、2040年を境に需要減少

介護予防≒自立支援・重度化防止による
2040年頃の需要ピーク抑制と以降への

需要シフトが重要



医療・介護・障がい福祉分野の出雲市の計画について
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医療

第１次在宅医療・介護連携推進
基本計画（３年見直し）

令和３年度～令和１１年度まで
の９年間（３年毎に中間見直し）

在宅医療と介護連携のため、団
塊の世代が85歳になり始める
令和12年を目途に、医療と介護
の相互が有機的に連携し、継続
的な在宅医療と介護の一体的
提供するための事業実施の方
向性を定める計画

・ＡＣＰの実践
・サービス提供体制の充実
・24時間体制の構築 等

出雲市在宅医療・介護連携推
進連絡会議

介護

第９期出雲市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画（策定）

令和６年度～令和８年度までの
３年間

令和22年度までの要介護認定
数の推計等を行い、３年間の介
護サービス必要量を見込むほか、
高齢者福祉及び介護保険事業
に関する取組を定める計画

・地域包括ケアを支える機能の
強化

・健康寿命の延伸・生きがいづく
りの推進
・安心して暮らせまちづくり
・介護サービス基盤の整備 等

出雲市介護保険運営協議会

障がい福祉

第７期出雲市障がい福祉計画及
び第３期出雲市障がい児福祉計
画（策定）

令和６年度～令和８年度までの３
年間

障がい者施策を総合的かつ計画
的に推進し、障がい者の自立と社
会参加を促進するため、障がい福
祉サービス・障がい児通所サービ
ス・相談支援・地域生活支援事業
の提供体制について、サービス計
画値及びその確保体制、並びに
連携体制等に関して定める計画

・相談支援体制の強化
・共生社会実現の取組

・ライフステージに沿った切れ目の
ない支援 等

出雲市障がい者施策推進協議会

○令和５年度は、令和６年度以降の医療・介護・障がい福祉分野の施策を推進するに当たり、
県計画※の策定と整合を図りながら、出雲市も３つの計画の策定又は見直しを実施。

※保健医療計画、老人福祉計画・介護保険事業支援計画、障がい福祉計画・障がい児福祉計画等

計画名

計画期間

計画の概要

施策の内容

検討・進捗管理
体制



○訪問診療・訪問看護ステーション支援事業費補助金

条件不利地域における訪問診療・訪問看護に取り組む医療機関等に対して補助金交付による支援を行うことで、在
宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図り、地域包括ケアシステムの構築に資する。

補助金の目的

○条件不利地域
過疎、辺地等地域を基に市内の中山間地域や沿岸部を町単位（佐田・多伎は全域）で市が指定。
佐田・多伎以外の指定町数は以下のとおり。
出雲:7、平田:25、湖陵:1、大社:4、斐川:4

○財源:市が交付する補助金には、島根県医療介護総合確保促進基金を充当（補助率:県3/4）

補助金の概要（H28～）

訪問診療 訪問看護

補助事業者 医療法に定める病院又は診療所
介護保険法に定める指定訪問看護ステーショ
ン（保険医療機関のみなし指定事業所を除
く）

対象事業
補助事業者の事業所から条件不利地域の居
宅まで概ね30分以上を要する訪問診療（同
月に実施した往診を含む）

補助事業者の事業所から条件不利地域の居
宅まで概ね30分以上を要する訪問看護

交付額 訪問診療1回あたり4,000円 訪問看護1回あたり1,500円
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第１次在宅医療・介護連携推進基本計画の推進について
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○入退院時における身寄りのない方への支援体制構築の推進

身寄りのない方については、金銭管理や身の回りの世話、入院・入所契約などの支援が必要となる可
能性が高い。今後、高齢者の増加に伴い、身寄りのない方も増加することが見込まれることを踏まえ、
出雲圏域病病連携会議で補助金を活用し、令和6年2月に「入退院時における身寄りのない高齢者支援
ガイドライン」を作成。

病院内で共有することで、身寄りのない方を迅速に適切なサービスにつなぐとともに、医療関係者の
負担軽減を推進。また、関係機関が共有し連携することで、身寄りのない方の支援体制構築を推進。

（表紙） （目次）



○出雲市版終活支援ノート「あんしんノート」の配布
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• 出雲市と高齢者あんしん支援センターが作成
• 市役所本庁・各行政センター、高齢者あんしん支援センターで
無料配布（市公式WEBサイトにも掲載）

• 出前講座やイベントを通じて平時からのＡＣＰ実践について普及啓発

構成 内容

第1章 わたしのこと プロフィールや大切にしていること

第2章 繋がりの章 入院時等に連絡を取ってほしいひと

第3章 家系の章 家系図

第4章 医療の章 代理意思決定者、延命治療の考え方等

第5章 介護の章 介護してほしいひと、どこで過ごしたいか

第6章 財産の章 財産、費用や遺言書の有無等

第7章 葬送の章 葬儀の場所や規模等

第8章 これからの章 これからやりたいこと、伝えたいこと

延命治療の考え方などの選択肢とともに、なぜそのように考えるの

か（理由）、いつ、だれと話し合ったかを記入できるようになってい

る。
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改

（新設） （新設）（新設）

軽度高齢者への
多様な主体による
サービス支援体制
構築を推進



介護予防・日常生活支援総合事業の見直しに関する中間整理の概要

事業の見直しの方向性等

○出雲市に暮らすすべての高齢者が住み慣れた地域や自宅で暮らし続けることができるよ
う、身体状況の維持改善に取り組む際に選択できるサービス種類・量の充実及びサービ
ス提供者も含めた市全体での介護予防推進体制の構築を目指す。

【介護予防・生活支援サービス事業サービス全体】
（１）中山間地域におけるサービス提供への支援について、制度的、技術的に可能な範囲で強化し、
中山間地域でも安定したサービス提供体制を確保

（２）ケアマネジメントやサービスの質の向上・強化に資するストラクチャー・プロセス指標、アウトカム
指標による事業評価の実施

【訪問型サービス】
（３）訪問型サービスＡ、Ｂによる生活援助サービス事業者への支援制度を創設し、全国的に不足する

訪問介護員以外の所定の研修受講者や地域住民・ボランティアによる生活援助サービスの提供
体制を推進

（４）訪問型サービスＣによる短期集中予防サービスについては、通所型サービスＣとの組み合わせ、
効果的な自立支援を促せるよう運用を弾力化

（５）訪問型サービスＤによる移動支援サービス事業者への支援制度を創設し、移動困難な高齢者の
介護予防活動や生活に必要な移動手段を確保

【通所型サービス】
（６）通所型サービスＡによる運動・実施体制の実態を踏まえ、人員基準に看護職員の支援体制を

確保することを追加し、安全管理体制を強化
※通所型サービスＢについてはＮＰＯ法人やボランティア団体等による運動や社会貢献活動等の活動を通じて、習慣的な介護予防活動や、

地域等への社会復帰を支援していくことが有用な手段の一つと考えられ、サービス利用者の社会参加意欲の向上から支援の担い手確保
につながることも期待できるが、他の通所サービスや通いの場等の住民主体の介護予防活動との関係性を踏まえて、サービスへの支援の
要否については引き続き検討が必要。
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第3回介護保険運営協議会地域支援部会

令和5年(2023)10月5日
資料4

多様なサービスの中山間地加算は、従前相当サービス以上の加算率を確保し、
更に事業の実施地域内外関わらず適用可

効果的な自立支援を推進
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地域生活支援拠点等の機能の充実について

障がい者の重度化・高齢化や家族の亡き後を見据えた緊急時の対応や病院などから
の地域移行の推進している。令和３年度より出雲市地域支援生活拠点「ささえ愛サポー
ト」事業により、緊急時の短期入所登録制度や体験利用アパートを整備し、事業の周知
に努めている。




